
目

次

公

告

○
農
用
地
利
用
集
積
等
促
進
計
画
の
認
可
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
構
造
政
策
課
）
…
一

○
建
設
業
者
の
許
可
の
取
消
し
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
中
南
県
土

整
備
事
務
所
）
…
八

○
右

同
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（

同

）
…
九

○
右

同
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
三
八
県
土

整
備
事
務
所
）
…
九

○
右

同
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（

同

）
…
九

○
右

同
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
西
北
県
土

整
備
事
務
所
）
…
一〇

○
右

同
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（

同

）
…
一〇

○
右

同
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
下
北
県
土

整
備
事
務
所
）
…
一〇

○
青
森
県
地
域
防
災
計
画
修
正
の
要
旨
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
防
災
危
機

管

理

課
）
…
一一

○
特
定
調
達
契
約
に
係
る
落
札
者
の
決
定
に
関
す
る
公
示
qqqqqqqqqqqqqqq（
会
計
管
理
課
）
…
一三

公

告

農
用
地
利
用
集
積
等
促
進
計
画
の
認
可

農
地
中
間
管
理
事
業
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
百
一
号
）
第
十
八
条
第
一

項
の
規
定
に
よ
り
、
農
用
地
利
用
集
積
等
促
進
計
画
を
令
和
八
年
三
月
三
十
日
認
可
し
た
の
で
、
同

条
第
七
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
農
用
地
利
用
集
積
等
促
進
計
画
を
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

令
和
八
年
三
月
三
十
日

青
森
県
知
事

宮

下

宗
一
郎

○
農
用
地
利
用
集
積
等
促
進
計
画
（
貸
借
・
一
括
方
式
）

賃
借
権
の
設
定
等
を
受
け
る
者

賃
借
権
の
設
定
等
を
受
け
る
土
地

氏
名
又
は
名
称
住
所
又
は
所
在
地

市
町
村

大
字

字
番
地

櫻
田
喜
代
壽
青
森
市

青
森
市

野
木

沢
田

316番
ほ
か
３

筆

櫻
田
喜
代
壽
青
森
市

青
森
市

野
木

沢
田

341番
2
ほ
か
４

筆

櫻
田
喜
代
壽
青
森
市

青
森
市

野
木

沢
田

354番

櫻
田
喜
代
壽
青
森
市

青
森
市

野
木

沢
田

298番
ほ
か
１

筆

櫻
田
喜
代
壽
青
森
市

青
森
市

野
木

沢
田

355番

櫻
田
喜
代
壽
青
森
市

青
森
市

野
木

沢
田

299番

櫻
田
喜
代
壽
青
森
市

青
森
市

野
木

沢
田

272番
ほ
か
４

筆

櫻
田
喜
代
壽
青
森
市

青
森
市

野
木

沢
田

357番

櫻
田
喜
代
壽
青
森
市

青
森
市

野
木

沢
田

296番
ほ
か
３

筆

櫻
田
喜
代
壽
青
森
市

青
森
市

野
木

沢
田

270番

櫻
田
喜
代
壽
青
森
市

青
森
市

野
木

沢
田

328番

櫻
田
喜
代
壽
青
森
市

青
森
市

野
木

沢
田

281番
ほ
か
１

筆

櫻
田
喜
代
壽
青
森
市

青
森
市

野
木

沢
田

279番

櫻
田
喜
代
壽
青
森
市

青
森
市

野
木

沢
田

275番
ほ
か
４

筆

青
森
県
報
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櫻
田
喜
代
壽
青
森
市

青
森
市

野
木

沢
田

330番

小
泉
幸
法

青
森
市

青
森
市

幸
畑

唐
崎

247番
ほ
か
２

筆

今
茂

五
所
川
原
市

青
森
市

浪
岡
大

字
下
石

川
岡
田

178番

相
坂
友
規

東
津
軽
郡
平
内
町
東
津
軽
郡

平
内
町

田
茂
木
保
田
平
46番
10

相
坂
友
規

東
津
軽
郡
平
内
町
東
津
軽
郡

平
内
町

清
水
川
大
萢

201番

相
坂
友
規

東
津
軽
郡
平
内
町
東
津
軽
郡

平
内
町

松
野
木
助
ケ
沢
32番

ほ
か
２

筆

相
坂
友
規

東
津
軽
郡
平
内
町
東
津
軽
郡

平
内
町

清
水
川
大
萢

281番
2

相
坂
友
規

東
津
軽
郡
平
内
町
東
津
軽
郡

平
内
町

浜
子

堀
替

469番

相
坂
友
規

東
津
軽
郡
平
内
町
東
津
軽
郡

平
内
町

清
水
川
大
萢

288番

倉
本
洋
之

東
津
軽
郡
平
内
町
東
津
軽
郡

平
内
町

松
野
木
赤

78番
ほ
か
６

筆

本
堂
一
彦

東
津
軽
郡
平
内
町
東
津
軽
郡

平
内
町

山
口

天
当

54番
1

の
う
ち
ほ
か
４

筆

小
関
貴
裕

東
津
軽
郡
平
内
町
東
津
軽
郡

平
内
町

清
水
川
山
ノ
下
25番

田
中
恵
理
子
東
津
軽
郡
平
内
町
東
津
軽
郡

平
内
町

薬
師
野
家
岸

10番
の

う
ち

農
事
組
合
法
人

よ
も
ぎ
た

東
津
軽
郡
蓬
田
村
東
津
軽
郡

蓬
田
村

長
科

浦
田

124番
1
ほ
か
１

筆

農
事
組
合
法
人

ご
う
さ
わ

東
津
軽
郡
蓬
田
村
東
津
軽
郡

蓬
田
村

郷
沢

浜
田

237番
ほ
か
８

筆

農
事
組
合
法
人

ご
う
さ
わ

東
津
軽
郡
蓬
田
村
東
津
軽
郡

蓬
田
村

郷
沢

浜
田

238番
ほ
か
22

筆

農
事
組
合
法
人

ご
う
さ
わ

東
津
軽
郡
蓬
田
村
東
津
軽
郡

蓬
田
村

郷
沢

浜
田

266番
1
ほ
か
８

筆

農
事
組
合
法
人

ご
う
さ
わ

東
津
軽
郡
蓬
田
村
東
津
軽
郡

蓬
田
村

郷
沢

浜
田

310番
2
ほ
か
13

筆

農
事
組
合
法
人

ご
う
さ
わ

東
津
軽
郡
蓬
田
村
東
津
軽
郡

蓬
田
村

郷
沢

浜
田

270番
ほ
か
16

筆

農
事
組
合
法
人

ご
う
さ
わ

東
津
軽
郡
蓬
田
村
東
津
軽
郡

蓬
田
村

郷
沢

浜
田

284番
ほ
か
２

筆

農
事
組
合
法
人

ご
う
さ
わ

東
津
軽
郡
蓬
田
村
東
津
軽
郡

蓬
田
村

郷
沢

浜
田

285番
2
ほ
か
13

筆

農
事
組
合
法
人

ご
う
さ
わ

東
津
軽
郡
蓬
田
村
東
津
軽
郡

蓬
田
村

郷
沢

浜
田

313番
3

農
事
組
合
法
人

ご
う
さ
わ

東
津
軽
郡
蓬
田
村
東
津
軽
郡

蓬
田
村

郷
沢

浜
田

295番
1
ほ
か
15

筆

農
事
組
合
法
人

ご
う
さ
わ

東
津
軽
郡
蓬
田
村
東
津
軽
郡

蓬
田
村

郷
沢

浜
田

318番
2
ほ
か
８

筆

農
事
組
合
法
人

ご
う
さ
わ

東
津
軽
郡
蓬
田
村
東
津
軽
郡

蓬
田
村

郷
沢

浜
田

324番
2
ほ
か
６

筆

農
事
組
合
法
人

ご
う
さ
わ

東
津
軽
郡
蓬
田
村
東
津
軽
郡

蓬
田
村

郷
沢

浜
田

340番
2
ほ
か
３

筆

農
事
組
合
法
人

ご
う
さ
わ

東
津
軽
郡
蓬
田
村
東
津
軽
郡

蓬
田
村

郷
沢

浜
田

335番
1
ほ
か
16

筆

農
事
組
合
法
人

ご
う
さ
わ

東
津
軽
郡
蓬
田
村
東
津
軽
郡

蓬
田
村

郷
沢

浜
田

401番
1
ほ
か
６

筆

農
事
組
合
法
人

ご
う
さ
わ

東
津
軽
郡
蓬
田
村
東
津
軽
郡

蓬
田
村

郷
沢

浜
田

394番
ほ
か
10

筆

農
事
組
合
法
人

ご
う
さ
わ

東
津
軽
郡
蓬
田
村
東
津
軽
郡

蓬
田
村

郷
沢

浜
田

322番
1
ほ
か
４

筆

農
事
組
合
法
人

ご
う
さ
わ

東
津
軽
郡
蓬
田
村
東
津
軽
郡

蓬
田
村

郷
沢

浜
田

324番
3
ほ
か
10

筆

農
事
組
合
法
人

ご
う
さ
わ

東
津
軽
郡
蓬
田
村
東
津
軽
郡

蓬
田
村

郷
沢

浜
田

331番
2
ほ
か
３

筆

農
事
組
合
法
人

ご
う
さ
わ

東
津
軽
郡
蓬
田
村
東
津
軽
郡

蓬
田
村

郷
沢

浜
田

343番
2
ほ
か
６

筆

農
事
組
合
法
人

ご
う
さ
わ

東
津
軽
郡
蓬
田
村
東
津
軽
郡

蓬
田
村

郷
沢

浜
田

360番
ほ
か
５

筆
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農
事
組
合
法
人

ご
う
さ
わ

東
津
軽
郡
蓬
田
村
東
津
軽
郡

蓬
田
村

郷
沢

浜
田

382番
ほ
か
１

筆

農
事
組
合
法
人

ご
う
さ
わ

東
津
軽
郡
蓬
田
村
東
津
軽
郡

蓬
田
村

郷
沢

浜
田

392番
1
ほ
か
２

筆

農
事
組
合
法
人

ご
う
さ
わ

東
津
軽
郡
蓬
田
村
東
津
軽
郡

蓬
田
村

郷
沢

浜
田

423番
3
ほ
か
３

筆

農
事
組
合
法
人

ご
う
さ
わ

東
津
軽
郡
蓬
田
村
東
津
軽
郡

蓬
田
村

郷
沢

浜
田

432番
2
ほ
か
３

筆

農
事
組
合
法
人

ご
う
さ
わ

東
津
軽
郡
蓬
田
村
東
津
軽
郡

蓬
田
村

郷
沢

浜
田

458番
ほ
か
１

筆

農
事
組
合
法
人

ご
う
さ
わ

東
津
軽
郡
蓬
田
村
東
津
軽
郡

蓬
田
村

郷
沢

浜
田

460番
ほ
か
２

筆

農
事
組
合
法
人

ご
う
さ
わ

東
津
軽
郡
蓬
田
村
東
津
軽
郡

蓬
田
村

郷
沢

浜
田

465番
ほ
か
１

筆

農
事
組
合
法
人

ご
う
さ
わ

東
津
軽
郡
蓬
田
村
東
津
軽
郡

蓬
田
村

郷
沢

浜
田

470番
ほ
か
３

筆

農
事
組
合
法
人

ご
う
さ
わ

東
津
軽
郡
蓬
田
村
東
津
軽
郡

蓬
田
村

郷
沢

浜
田

492番
1
ほ
か
１

筆

農
事
組
合
法
人

ご
う
さ
わ

東
津
軽
郡
蓬
田
村
東
津
軽
郡

蓬
田
村

郷
沢

浜
田

481番
ほ
か
４

筆

農
事
組
合
法
人

ご
う
さ
わ

東
津
軽
郡
蓬
田
村
東
津
軽
郡

蓬
田
村

郷
沢

浜
田

496番
ほ
か
２

筆

農
事
組
合
法
人

ご
う
さ
わ

東
津
軽
郡
蓬
田
村
東
津
軽
郡

蓬
田
村

郷
沢

浜
田

508番
2
ほ
か
１

筆

農
事
組
合
法
人

ご
う
さ
わ

東
津
軽
郡
蓬
田
村
東
津
軽
郡

蓬
田
村

郷
沢

浜
田

474番
2
ほ
か
３

筆

農
事
組
合
法
人

ご
う
さ
わ

東
津
軽
郡
蓬
田
村
東
津
軽
郡

蓬
田
村

郷
沢

浜
田

498番
2
ほ
か
２

筆

農
事
組
合
法
人

ご
う
さ
わ

東
津
軽
郡
蓬
田
村
東
津
軽
郡

蓬
田
村

郷
沢

浜
田

546番
2
ほ
か
４

筆

農
事
組
合
法
人

し
み
ず

弘
前
市

弘
前
市

悪
戸

後
沢

33番
1

名
越
潔

弘
前
市

弘
前
市

門
外

下
松
元
182番

1
ほ
か
１

筆

藤
田
良
洋

弘
前
市

弘
前
市

清
野
袋

二
丁
目

12番
7
ほ
か
２

筆

三
浦
知
廣

平
川
市

平
川
市

新
山

松
橋

10番
1
ほ
か
３

筆

Ｙ
Ａ
Ｍ
Ａ
Ｔ
Ａ

Ｋ
Ａ
フ
ァ
ー
ム

株
式
会
社

平
川
市

平
川
市

新
屋
町
上
沢
田
27番
1
ほ
か
２

筆

笹
森
雅
也

南
津
軽
郡
藤
崎
町
南
津
軽
郡

藤
崎
町

福
島

宮
元

47番
1
ほ
か
６

筆

笹
森
雅
也

南
津
軽
郡
藤
崎
町
南
津
軽
郡

藤
崎
町

福
島

宮
元

22番
2

笹
森
雅
也

南
津
軽
郡
藤
崎
町
南
津
軽
郡

藤
崎
町

徳
下

中
前
田
31番

川
口
悟

南
津
軽
郡
藤
崎
町
南
津
軽
郡

藤
崎
町

徳
下

一
本
木
147番

三
上
淳
藏

南
津
軽
郡
藤
崎
町
南
津
軽
郡

藤
崎
町

中
島

舟
岡

3番
1

ほ
か
４

筆

農
事
組
合
法
人

藤
崎
営
農
組
合
南
津
軽
郡
藤
崎
町
南
津
軽
郡

藤
崎
町

柏
木
堰
前
田

102番

伊
公
昭

南
津
軽
郡
藤
崎
町
南
津
軽
郡

藤
崎
町

徳
下

一
本
木
154番

株
式
会
社
マ
イ

ン
ズ
イ
ノ
ベ
ー

シ
ョ
ン

南
津
軽
郡
田
舎
館

村
南
津
軽
郡

藤
崎
町

徳
下

一
本
木
133番

唐
牛
完
悟

南
津
軽
郡
藤
崎
町
南
津
軽
郡

藤
崎
町

藤
崎

高
瀬

96番
2

川
口
悟

南
津
軽
郡
藤
崎
町
南
津
軽
郡

藤
崎
町

徳
下

中
前
田
33番

笹
森
雅
也

南
津
軽
郡
藤
崎
町
南
津
軽
郡

藤
崎
町

福
島

東
田

41番
ほ
か
５

筆

新
谷
美
隆

南
津
軽
郡
藤
崎
町
南
津
軽
郡

藤
崎
町

矢
沢

福
富

60番
2

川
口
悟

南
津
軽
郡
藤
崎
町
南
津
軽
郡

藤
崎
町

福
島

板
橋

118番
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合
同
会
社
ナ
リ

ミ
ツ
農
園

南
津
軽
郡
藤
崎
町
南
津
軽
郡

藤
崎
町

藤
崎

中
豊
田
33番

合
同
会
社
ナ
リ

ミ
ツ
農
園

南
津
軽
郡
藤
崎
町
南
津
軽
郡

藤
崎
町

矢
沢

福
富

173番
1

合
同
会
社
ナ
リ

ミ
ツ
農
園

南
津
軽
郡
藤
崎
町
南
津
軽
郡

藤
崎
町

中
島

舟
岡

57番
ほ
か
２

筆

櫻
庭
利
春

弘
前
市

南
津
軽
郡

藤
崎
町

柏
木
堰
亀
田

91番
10
ほ
か
２

筆

古
川
正
衛

南
津
軽
郡
藤
崎
町
南
津
軽
郡

藤
崎
町

福
島

宮
元

71番
2
ほ
か
５

筆

古
川
正
衛

南
津
軽
郡
藤
崎
町
南
津
軽
郡

藤
崎
町

福
島

東
田

15番
ほ
か
１

筆

有
限
会
社
グ
リ

ー
ン
フ
ァ
ー
ム

西
目
屋

中
津
軽
郡
西
目
屋

村
南
津
軽
郡

藤
崎
町

福
島

東
田

53番
ほ
か
３

筆

棟
方
秀
二

弘
前
市

南
津
軽
郡

大
鰐
町

長
峰

沢
田

74番

佐
々
木
久
子
南
津
軽
郡
田
舎
館

村
南
津
軽
郡

田
舎
館
村
畑
中

宮
崎

31番
1
ほ
か
５

筆

佐
々
木
久
子
南
津
軽
郡
田
舎
館

村
南
津
軽
郡

田
舎
館
村
畑
中

下
川
原
64番
1
ほ
か
２

筆

佐
々
木
久
子
南
津
軽
郡
田
舎
館

村
南
津
軽
郡

田
舎
館
村
垂
柳

松
立

29番
ほ
か
４

筆

福
地
誠

南
津
軽
郡
田
舎
館

村
南
津
軽
郡

田
舎
館
村
畑
中

藤
巻

86番
2

株
式
会
社
マ
イ

ン
ズ
イ
ノ
ベ
ー

シ
ョ
ン

南
津
軽
郡
田
舎
館

村
南
津
軽
郡

田
舎
館
村
東
光
寺
安
田

27番
1
ほ
か
１

筆

乘
田
秀
範

南
津
軽
郡
田
舎
館

村
南
津
軽
郡

田
舎
館
村
東
光
寺
安
田

51番
2
ほ
か
５

筆

金
枝
祐
幸

南
津
軽
郡
田
舎
館

村
南
津
軽
郡

田
舎
館
村
東
光
寺
村
林

43番
2

吉
田
正
人

八
戸
市

八
戸
市

市
川
町
北
谷
地
107番

ほ
か
２

筆

吉
田
正
人

八
戸
市

八
戸
市

市
川
町
北
谷
地
84番

ほ
か
２

筆

長
谷
川
茂
夫
岩
手
県
九
戸
郡
軽

米
町

八
戸
市

南
郷
大

字
大
森
五
郎
兵

エ
1番
1

長
谷
川
茂
夫
岩
手
県
九
戸
郡
軽

米
町

八
戸
市

南
郷
大

字
大
森
狐
久
保
15番
3

長
谷
川
茂
夫
岩
手
県
九
戸
郡
軽

米
町

八
戸
市

南
郷
大

字
大
森
鳩
田
向
21番
40

長
谷
川
茂
夫
岩
手
県
九
戸
郡
軽

米
町

八
戸
市

南
郷
大

字
大
森
一
本
木
16番
3

谷
地
孝
仁

八
戸
市

八
戸
市

市
川
町

谷
地
9番
1

ほ
か
５

筆

谷
地
孝
仁

八
戸
市

八
戸
市

市
川
町
新
堀

9番
ほ
か
２

筆

上
村
勇
人

八
戸
市

八
戸
市

尻
内
町
上
根
市
11番
1

赤
澤
榮
治

八
戸
市

八
戸
市

櫛
引

柳
久
保
42番
1
ほ
か
３

筆

赤
澤
榮
治

八
戸
市

八
戸
市

櫛
引

石
ケ
沢
17番

ほ
か
３

筆

谷
川
幸
雄

八
戸
市

八
戸
市

南
郷
大

字
島
守
二
ツ
石
18番
1
ほ
か
１

筆

谷
川
幸
雄

八
戸
市

八
戸
市

南
郷
大

字
島
守
二
ツ
石
16番
1

株
式
会
社
ラ
イ

ケ
ッ
ト
ア
グ
リ
八
戸
市

八
戸
市

田
面
木
中
村

38番
ほ
か
２

筆

橘
由
正

八
戸
市

八
戸
市

松
館

岡
田
前
10番

岩
澤
範
行

八
戸
市

八
戸
市

尻
内
町
大
川
原
51番
1

相
内
享

三
戸
郡
南
部
町

三
戸
郡
南

部
町

相
内

明
土

94番
2
ほ
か
１

筆

川
市
一
仁

三
戸
郡
三
戸
町

三
戸
郡
南

部
町

小
向

二
又

7番
ほ
か
６

筆
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有
限
会
社
川
広

商
店

三
戸
郡
南
部
町

三
戸
郡
南

部
町

虎
渡

新
河
原
14番
1

有
限
会
社
川
広

商
店

三
戸
郡
南
部
町

三
戸
郡
南

部
町

相
内

下
川
原
71番

ほ
か
１

筆

有
限
会
社
川
広

商
店

三
戸
郡
南
部
町

三
戸
郡
南

部
町

福
田

小
谷
地
58番
2
ほ
か
３

筆

東
充
謹

三
戸
郡
南
部
町

三
戸
郡
南

部
町

相
内

上
明
土
75番
3
ほ
か
１

筆

東
充
謹

三
戸
郡
南
部
町

三
戸
郡
南

部
町

相
内

前
田

116番
1
ほ
か
１

筆

矢
幅
巖

三
戸
郡
南
部
町

三
戸
郡
南

部
町

相
内

前
田

118番
1
ほ
か
１

筆

矢
幅
巖

三
戸
郡
南
部
町

三
戸
郡
南

部
町

相
内

前
田

118番
3

矢
幅
巖

三
戸
郡
南
部
町

三
戸
郡
南

部
町

相
内

前
田

120番

島
守
正
昭

三
戸
郡
南
部
町

三
戸
郡
南

部
町

苫
米
地
大
成
田
76番

ほ
か
１

筆

島
守
正
昭

三
戸
郡
南
部
町

三
戸
郡
南

部
町

苫
米
地
待
井

28番
2

島
守
正
昭

三
戸
郡
南
部
町

三
戸
郡
南

部
町

苫
米
地
待
井

28番
1

梅
内
勝
治

三
戸
郡
南
部
町

三
戸
郡
南

部
町

斗
賀

大
沢

75番

金
澤
富
士
雄
三
戸
郡
南
部
町

三
戸
郡
南

部
町

斗
賀

和
山
平
25番
1

佐
々
木
直
樹
三
戸
郡
南
部
町

三
戸
郡
南

部
町

虎
渡

上
川
原
86番
1

佐
々
木
直
樹
三
戸
郡
南
部
町

三
戸
郡
南

部
町

虎
渡

上
川
原
87番
2

佐
々
木
直
樹
三
戸
郡
南
部
町

三
戸
郡
南

部
町

虎
渡

上
川
原
89番
1
ほ
か
１

筆

佐
々
木
平
八
三
戸
郡
南
部
町

三
戸
郡
南

部
町

虎
渡

白
石

94番
2

久
保
利
樹

三
戸
郡
南
部
町

三
戸
郡
南

部
町

下
名
久

井
白
山
下

川
原

66番
1
ほ
か
２

筆

佐
々
木
直
樹
三
戸
郡
南
部
町

三
戸
郡
南

部
町

虎
渡

虎
渡

78番
1

長
根
透

三
戸
郡
新
郷
村

三
戸
郡
新

郷
村

戸
来

大
欠

49番
1
ほ
か
３

筆

長
根
透

三
戸
郡
新
郷
村

三
戸
郡
新

郷
村

戸
来

赤
田

56番
ほ
か
１

筆

長
根
透

三
戸
郡
新
郷
村

三
戸
郡
新

郷
村

戸
来

大
欠

40番

長
根
透

三
戸
郡
新
郷
村

三
戸
郡
新

郷
村

戸
来

沢
向

12番

長
根
透

三
戸
郡
新
郷
村

三
戸
郡
新

郷
村

戸
来

中
野

36番

長
根
透

三
戸
郡
新
郷
村

三
戸
郡
新

郷
村

戸
来

大
欠

19番
1
ほ
か
４

筆

長
根
透

三
戸
郡
新
郷
村

三
戸
郡
新

郷
村

戸
来

境
田

17番

青
森
農
産
株
式

会
社

三
戸
郡
新
郷
村

三
戸
郡
新

郷
村

戸
来

金
ケ
沢

下
モ
平
8番
8

間
木
義
仁

三
戸
郡
新
郷
村

三
戸
郡
新

郷
村

戸
来

一
ノ
沢

渡
27番
1
ほ
か
１

筆

株
式
会
社
黄
金

崎
農
場

つ
が
る
市

西
津
軽
郡

鰺
ケ
沢
町
芦
萢
町
上
菖
蒲

沢
96番
1
ほ
か
１

筆

株
式
会
社
黄
金

崎
農
場

つ
が
る
市

西
津
軽
郡

鰺
ケ
沢
町
長
平
町
谷
口

207番
1
ほ
か
１

筆

八
木
田
正
勝
西
津
軽
郡
鰺
ケ
沢

町
西
津
軽
郡

鰺
ケ
沢
町
長
平
町
甲
音
羽

山
63番
5
ほ
か
３

筆

株
式
会
社
ほ
の

か
西
津
軽
郡
鰺
ケ
沢

町
西
津
軽
郡

鰺
ケ
沢
町
小
屋
敷

町
浮
橋

252番
2
ほ
か
４

筆

株
式
会
社
山
龍

農
建

西
津
軽
郡
鰺
ケ
沢

町
西
津
軽
郡

鰺
ケ
沢
町
中
村
町
下
山
ノ

井
9番
17

ほ
か
３

筆

岩
田
勉

北
津
軽
郡
中
泊
町
北
津
軽
郡

鶴
田
町

瀬
良
沢
種
本

374番
1
ほ
か
13

筆

（ ）5 青 森 県 報 号外第33号令和８年３月30日 月曜日



棟
方
廣
光

北
津
軽
郡
鶴
田
町
北
津
軽
郡

鶴
田
町

木
筒

下
藤
代
292番

ほ
か
２

筆

成
田
篤
史

五
所
川
原
市

北
津
軽
郡

鶴
田
町

瀬
良
沢
長
田

281番

泉
直
也

北
津
軽
郡
鶴
田
町
北
津
軽
郡

鶴
田
町

瀬
良
沢
長
田

328番
1

2
ほ
か
４

筆

泉
直
也

北
津
軽
郡
鶴
田
町
北
津
軽
郡

鶴
田
町

瀬
良
沢
長
田

326番
ほ
か
１

筆

外
﨑
金
義

北
津
軽
郡
中
泊
町
北
津
軽
郡

中
泊
町

宮
野
沢
蛍
澤

37番
1
ほ
か
５

筆

畑
山
昭
雄

十
和
田
市

十
和
田
市
切
田

南
川
原
291番

畑
山
廣
志

十
和
田
市

十
和
田
市
切
田

南
川
原
264番

立
崎
弘
樹

十
和
田
市

十
和
田
市
三
本
木
野
崎

472番
の
う
ち
ほ
か
２

筆

畑
山
春
美

十
和
田
市

十
和
田
市
切
田

平
林

342番
1
ほ
か
２

筆

荒
岡
昇

十
和
田
市

十
和
田
市
切
田

姫
居

185番
ほ
か
２

筆

十
和
田
ア
グ
リ

株
式
会
社

十
和
田
市

十
和
田
市
相
坂

和
田

256番
1
ほ
か
６

筆

高
木
正
義

十
和
田
市

十
和
田
市
切
田

南
岩
ノ

上
126番

2
ほ
か
１

筆

高
木
正
義

十
和
田
市

十
和
田
市
切
田

下
平

61番
ほ
か
２

筆

農
事
組
合
法
人

下
切
田

十
和
田
市

十
和
田
市
切
田

南
岩
ノ

上
13番

ほ
か
１

筆

農
事
組
合
法
人

下
切
田

十
和
田
市

十
和
田
市
切
田

南
川
原
347番

1

工
藤
一
成

上
北
郡
七
戸
町

十
和
田
市
三
本
木
西
金
崎
25番
1
ほ
か
19

筆

株
式
会
社
Ｉ
Ｎ

Ａ
Ｈ
Ｏ

十
和
田
市

十
和
田
市
奥
瀬

小
沢
口
123番

1
ほ
か
10

2筆

農
事
組
合
法
人

下
切
田

十
和
田
市

十
和
田
市
切
田

下
平

63番
4
ほ
か
３

筆

坂
本
秀
美

十
和
田
市

十
和
田
市
洞
内

樋
口

78番
53
ほ
か
８

筆

十
和
田
ア
グ
リ

株
式
会
社

十
和
田
市

十
和
田
市
相
坂

箕
輪
平
186番

4

宮
古
明
孝

三
沢
市

三
沢
市

三
沢

淋
代
平
116番

2
532

ほ
か
３

筆

藤
嶋
信
悦

上
北
郡
六
ケ
所
村
三
沢
市

三
沢

庭
構

3776番
117

ほ
か
１

筆

株
式
会
社
ス
ギ

ヤ
マ

埼
玉
県
日
高
市

三
沢
市

三
沢

早
稲
田
1175番

澤
村
剣
心

三
沢
市

三
沢
市

三
沢

淋
代
平
119番

9
1

ほ
か
２

筆

馬
場
均

三
沢
市

三
沢
市

三
沢

淋
代
平
116番

1
891

馬
場
均

三
沢
市

三
沢
市

三
沢

淋
代
平
1940番
1

ほ
か
１

筆

農
事
組
合
法
人

フ
ラ
ッ
プ
あ
ぐ

り
北
三
沢

三
沢
市

三
沢
市

三
沢

庭
構

7703番
ほ
か
２

筆

農
事
組
合
法
人

フ
ラ
ッ
プ
あ
ぐ

り
北
三
沢

三
沢
市

三
沢
市

三
沢

庭
構

7705番
3

ほ
か
１

筆

農
事
組
合
法
人

フ
ラ
ッ
プ
あ
ぐ

り
北
三
沢

三
沢
市

三
沢
市

三
沢

庭
構

7721番
2

ほ
か
１

筆

農
事
組
合
法
人

フ
ラ
ッ
プ
あ
ぐ

り
北
三
沢

三
沢
市

三
沢
市

三
沢

庭
構

7716番
3

ほ
か
１

筆

農
事
組
合
法
人

フ
ラ
ッ
プ
あ
ぐ

り
北
三
沢

三
沢
市

三
沢
市

三
沢

庭
構

7709番
1
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農
事
組
合
法
人

フ
ラ
ッ
プ
あ
ぐ

り
北
三
沢

三
沢
市

三
沢
市

三
沢

庭
構

7716番
2

農
事
組
合
法
人

フ
ラ
ッ
プ
あ
ぐ

り
北
三
沢

三
沢
市

三
沢
市

三
沢

庭
構

7706番
2

農
事
組
合
法
人

フ
ラ
ッ
プ
あ
ぐ

り
北
三
沢

三
沢
市

三
沢
市

三
沢

庭
構

7720番
4

ほ
か
１

筆

農
事
組
合
法
人

フ
ラ
ッ
プ
あ
ぐ

り
北
三
沢

三
沢
市

三
沢
市

三
沢

庭
構

7720番
2

農
事
組
合
法
人

フ
ラ
ッ
プ
あ
ぐ

り
北
三
沢

三
沢
市

三
沢
市

三
沢

庭
構

7714番
3

ほ
か
２

筆

農
事
組
合
法
人

フ
ラ
ッ
プ
あ
ぐ

り
北
三
沢

三
沢
市

三
沢
市

三
沢

庭
構

7702番

農
事
組
合
法
人

フ
ラ
ッ
プ
あ
ぐ

り
北
三
沢

三
沢
市

三
沢
市

三
沢

庭
構

7710番
4

ほ
か
１

筆

農
事
組
合
法
人

フ
ラ
ッ
プ
あ
ぐ

り
北
三
沢

三
沢
市

三
沢
市

三
沢

庭
構

7722番
2

農
事
組
合
法
人

フ
ラ
ッ
プ
あ
ぐ

り
北
三
沢

三
沢
市

三
沢
市

三
沢

庭
構

7711番
2

農
事
組
合
法
人

フ
ラ
ッ
プ
あ
ぐ

り
北
三
沢

三
沢
市

三
沢
市

三
沢

庭
構

7706番
3

ほ
か
２

筆

農
事
組
合
法
人

フ
ラ
ッ
プ
あ
ぐ

り
北
三
沢

三
沢
市

三
沢
市

三
沢

庭
構

7709番
2

ほ
か
１

筆

有
限
会
社
ナ
チ

ュ
ラ
ル
フ
ァ
ー

ム
上
北
郡
お
い
ら
せ

町
三
沢
市

三
沢

園
沢

252番

有
限
会
社
ナ
チ

ュ
ラ
ル
フ
ァ
ー

ム
上
北
郡
お
い
ら
せ

町
三
沢
市

三
沢

水
筒

42番
3

有
限
会
社
ナ
チ

ュ
ラ
ル
フ
ァ
ー

ム
上
北
郡
お
い
ら
せ

町
三
沢
市

三
沢

園
沢

219番
3

0
ほ
か
２

筆

有
限
会
社
ナ
チ

ュ
ラ
ル
フ
ァ
ー

ム
上
北
郡
お
い
ら
せ

町
三
沢
市

三
沢

淋
代
平
2447番

ほ
か
３

筆

有
限
会
社
ナ
チ

ュ
ラ
ル
フ
ァ
ー

ム
上
北
郡
お
い
ら
せ

町
三
沢
市

三
沢

淋
代
平
116番

2
366

ほ
か
９

筆

有
限
会
社
ナ
チ

ュ
ラ
ル
フ
ァ
ー

ム
上
北
郡
お
い
ら
せ

町
三
沢
市

三
沢

大
津

12番
22
ほ
か
５

筆

有
限
会
社
ナ
チ

ュ
ラ
ル
フ
ァ
ー

ム
上
北
郡
お
い
ら
せ

町
三
沢
市

三
沢

堀
口

119番
2

5
ほ
か
１

筆

有
限
会
社
ナ
チ

ュ
ラ
ル
フ
ァ
ー

ム
上
北
郡
お
い
ら
せ

町
三
沢
市

三
沢

堀
口

125番
ほ
か
２

筆

有
限
会
社
ナ
チ

ュ
ラ
ル
フ
ァ
ー

ム
上
北
郡
お
い
ら
せ

町
三
沢
市

三
沢

園
沢

219番
4

2
ほ
か
２

筆

有
限
会
社
ナ
チ

ュ
ラ
ル
フ
ァ
ー

ム
上
北
郡
お
い
ら
せ

町
三
沢
市

三
沢

園
沢

147番

馬
場
敏
幸

三
沢
市

三
沢
市

三
沢

庭
構

556番
ほ
か
２

筆

千
葉
清
美

上
北
郡
七
戸
町

上
北
郡
七

戸
町

舟
場
向

川
久
保
203番

3
ほ
か
３

筆

枋
木
光
明

上
北
郡
七
戸
町

上
北
郡
七

戸
町

卒
古
沢

南
平

65番
1
ほ
か
２

筆

高
西
満
昭

上
北
郡
七
戸
町

上
北
郡
七

戸
町

作
田

1番
1

ほ
か
２

筆
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向
中
野
高
廣
上
北
郡
七
戸
町

上
北
郡
七

戸
町

松
ケ
沢
202番

1
ほ
か
４

筆

小
田
雄
一

上
北
郡
七
戸
町

上
北
郡
七

戸
町

不
動
向
164番

1
ほ
か
１

筆

小
林
農
事
株
式

会
社

上
北
郡
七
戸
町

上
北
郡
七

戸
町

前
田

8番
1

ほ
か
１

筆

有
限
会
社
み
ら

い
天
間
林

上
北
郡
七
戸
町

上
北
郡
七

戸
町

舟
場
向

川
久
保
421番

1

有
限
会
社
み
ら

い
天
間
林

上
北
郡
七
戸
町

上
北
郡
七

戸
町

猪
ノ
鼻
168番

3
の
う
ち
ほ
か
８

筆

田
嶋
弘
一

上
北
郡
七
戸
町

上
北
郡
七

戸
町

中
岫
番

屋
26番
12
ほ
か
１

筆

有
限
会
社
瀬
川

農
場

上
北
郡
七
戸
町

上
北
郡
七

戸
町

森
ケ
沢
162番

1
ほ
か
６

筆

小
又
上
治

上
北
郡
七
戸
町

上
北
郡
七

戸
町

後
平

484番
の
う
ち
ほ
か
12

筆

小
又
大
和

上
北
郡
七
戸
町

上
北
郡
七

戸
町

金
沢
平
204番

ほ
か
１

筆

二
ツ
森
正

上
北
郡
七
戸
町

上
北
郡
七

戸
町

千
刈
道

ノ
下

121番
1
ほ
か
２

筆

二
ツ
森
正

上
北
郡
七
戸
町

上
北
郡
七

戸
町

柴
舘
道

ノ
下

58番
ほ
か
１

筆

田
嶋
弘
一

上
北
郡
七
戸
町

上
北
郡
七

戸
町

中
岫
長

沢
下

42番
3
ほ
か
６

筆

坂
本
恭
一

上
北
郡
七
戸
町

上
北
郡
七

戸
町

哘
69番
2
ほ
か
５

筆

有
限
会
社
み
ら

い
天
間
林

上
北
郡
七
戸
町

上
北
郡
七

戸
町

後
平

126番
9

1
ほ
か
１

筆

十
和
田
ア
グ
リ

株
式
会
社

十
和
田
市

上
北
郡
六

戸
町

折
茂

今
熊

266番
2
ほ
か
７

筆

十
和
田
ア
グ
リ

株
式
会
社

十
和
田
市

上
北
郡
六

戸
町

折
茂

今
熊

317番
2
ほ
か
４

筆

十
和
田
ア
グ
リ

株
式
会
社

十
和
田
市

上
北
郡
六

戸
町

折
茂

今
熊

264番
ほ
か
１

筆

十
和
田
ア
グ
リ

株
式
会
社

十
和
田
市

上
北
郡
六

戸
町

折
茂

今
熊

1520番
ほ
か
２

筆

豊
川
修

上
北
郡
六
戸
町

上
北
郡
六

戸
町

上
吉
田
上
川
原
218番

ほ
か
13

筆

株
式
会
社
あ
お

も
り
野
菜

上
北
郡
六
戸
町

上
北
郡
六

戸
町

犬
落
瀬
坪
毛
沢
175番
の
う
ち

○
農
用
地
利
用
集
積
等
促
進
計
画
（
貸
借
・
再
配
分
）

賃
借
権
の
設
定
等
を
受
け
る
者

賃
借
権
の
設
定
等
を
受
け
る
土
地

氏
名
又
は
名
称
住
所
又
は
所
在
地

市
町
村

大
字

字
番
地

笹
森
雅
也

南
津
軽
郡
藤
崎
町
南
津
軽
郡

藤
崎
町

福
島

宮
元

160番
ほ
か
１

筆

笹
森
雅
也

南
津
軽
郡
藤
崎
町
南
津
軽
郡

藤
崎
町

福
島

宮
元

22番
1

横
山
雄
工

南
津
軽
郡
藤
崎
町
南
津
軽
郡

藤
崎
町

水
木

浅
岡

23番
ほ
か
11

筆

本
間
剛

十
和
田
市

十
和
田
市
八
斗
沢
八
斗
沢
69番
3
ほ
か
２

筆

十
和
田
ア
グ
リ

株
式
会
社

十
和
田
市

十
和
田
市
三
本
木
里
ノ
沢
1番
18

の
う
ち
ほ
か
２

筆

佐
藤
栄
一

上
北
郡
六
戸
町

上
北
郡
六

戸
町

犬
落
瀬
七
百

123番

建
設
業
者
の
許
可
の
取
消
し

建
設
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

建
設
業
者
の
許
可
を
取
り
消
し
た
の
で
、
同
法
第
二
十
九
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す

る
。

令
和
八
年
三
月
三
十
日

青
森
県
知
事

宮

下

宗
一
郎

一

商
号
又
は
名
称

鎌
田
設
備
工
業
株
式
会
社

二

代
表
者
の
氏
名

坂
野
泉
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三

主
た
る
営
業
所
の
所
在
地

弘
前
市
大
字
藤
野
一
丁
目
六
の
二

四

許
可
番
号

青
森
県
知
事
許
可
（
般
―
三
）
第
七
一
六
二
号

五

取
消
年
月
日

令
和
八
年
一
月
三
十
日

六

取
消
し
に
係
る
建
設
業
の
許
可

舗
装
工
事
業
及
び
水
道
施
設
工
事
業
に
係
る
一
般
建
設
業
の
許
可

七

取
消
し
の
原
因
と
な
っ
た
事
実

令
和
八
年
一
月
三
十
日
前
記
建
設
業
者
が
前
記
の
工
事
業
を
廃
止
し
た
こ
と
が
、
届
出
に
よ
り

確
認
さ
れ
た
。
こ
の
こ
と
が
、
建
設
業
法
第
二
十
九
条
第
一
項
第
五
号
の
規
定
に
該
当
す
る
。

建
設
業
者
の
許
可
の
取
消
し

建
設
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

建
設
業
者
の
許
可
を
取
り
消
し
た
の
で
、
同
法
第
二
十
九
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す

る
。

令
和
八
年
三
月
三
十
日

青
森
県
知
事

宮

下

宗
一
郎

一

商
号
又
は
名
称

有
限
会
社
加
藤
技
建

二

代
表
者
の
氏
名

加
藤
正
彦

三

主
た
る
営
業
所
の
所
在
地

黒
石
市
大
字
浅
瀬
石
字
扇
田
三
四
四

四

許
可
番
号

青
森
県
知
事
許
可
（
般
―
五
）
第
二
〇
〇
二
四
一
号

五

取
消
年
月
日

令
和
八
年
三
月
三
日

六

取
消
し
に
係
る
建
設
業
の
許
可

土
木
工
事
業
及
び
塗
装
工
事
業
に
係
る
一
般
建
設
業
の
許
可

七

取
消
し
の
原
因
と
な
っ
た
事
実

令
和
六
年
八
月
七
日
前
記
建
設
業
者
が
前
記
の
工
事
業
を
廃
止
し
た
こ
と
が
、
届
出
に
よ
り
確

認
さ
れ
た
。
こ
の
こ
と
が
、
建
設
業
法
第
二
十
九
条
第
一
項
第
五
号
の
規
定
に
該
当
す
る
。

建
設
業
者
の
許
可
の
取
消
し

建
設
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

建
設
業
者
の
許
可
を
取
り
消
し
た
の
で
、
同
法
第
二
十
九
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す

る
。

令
和
八
年
三
月
三
十
日

青
森
県
知
事

宮

下

宗
一
郎

一

商
号
又
は
名
称

夏
堀
工
務
店
株
式
会
社

二

代
表
者
の
氏
名

夏
堀
陽
子

三

主
た
る
営
業
所
の
所
在
地

三
戸
郡
南
部
町
大
字
苫
米
地
字
殿
村
九
の
五

四

許
可
番
号

青
森
県
知
事
許
可
（
特
―
三
）
第
一
四
三
〇
〇
号

五

取
消
年
月
日

令
和
八
年
二
月
十
九
日

六

取
消
し
に
係
る
建
設
業
の
許
可

建
築
工
事
業
に
係
る
特
定
建
設
業
の
許
可

七

取
消
し
の
原
因
と
な
っ
た
事
実

令
和
八
年
一
月
五
日
前
記
建
設
業
者
が
前
記
の
工
事
業
を
廃
止
し
た
こ
と
が
、
届
出
に
よ
り
確

認
さ
れ
た
。
こ
の
こ
と
が
、
建
設
業
法
第
二
十
九
条
第
一
項
第
五
号
の
規
定
に
該
当
す
る
。

建
設
業
者
の
許
可
の
取
消
し

建
設
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

建
設
業
者
の
許
可
を
取
り
消
し
た
の
で
、
同
法
第
二
十
九
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す

る
。

令
和
八
年
三
月
三
十
日

青
森
県
知
事

宮

下

宗
一
郎

一

商
号
又
は
名
称

エ
ム
エ
ス
工
業
株
式
会
社

二

代
表
者
の
氏
名

河
村
元
紀

三

主
た
る
営
業
所
の
所
在
地

八
戸
市
桔

野
工
業
団
地
二
丁
目
八
の
一
五

四

許
可
番
号

青
森
県
知
事
許
可
（
般
―
五
）
第
三
〇
〇
四
〇
三
号

五

取
消
年
月
日

令
和
八
年
二
月
十
八
日

六

取
消
し
に
係
る
建
設
業
の
許
可

管
工
事
業
に
係
る
一
般
建
設
業
の
許
可

七

取
消
し
の
原
因
と
な
っ
た
事
実
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令
和
七
年
七
月
十
五
日
前
記
建
設
業
者
が
前
記
の
工
事
業
を
廃
止
し
た
こ
と
が
、
届
出
に
よ
り

確
認
さ
れ
た
。
こ
の
こ
と
が
、
建
設
業
法
第
二
十
九
条
第
一
項
第
五
号
の
規
定
に
該
当
す
る
。

建
設
業
者
の
許
可
の
取
消
し

建
設
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

建
設
業
者
の
許
可
を
取
り
消
し
た
の
で
、
同
法
第
二
十
九
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す

る
。

令
和
八
年
三
月
三
十
日

青
森
県
知
事

宮

下

宗
一
郎

一

商
号
又
は
名
称

有
限
会
社
佐
藤
鉄
筋

二

代
表
者
の
氏
名

佐
藤
一
郎

三

主
た
る
営
業
所
の
所
在
地

西
津
軽
郡
鰺
ケ
沢
町
大
字
浜
横
沢
町
字
鷺
泊
一
七
の
一

四

許
可
番
号

青
森
県
知
事
許
可
（
般
―
二
）
第
四
〇
〇
三
〇
五
号

五

取
消
年
月
日

令
和
八
年
二
月
九
日

六

取
消
し
に
係
る
建
設
業
の
許
可

土
木
工
事
業
、
と
び
・
土
工
工
事
業
、
石
工
事
業
、
舗
装
工
事
業
、
し
ゆ
ん
せ
つ
工
事
業
及
び

水
道
施
設
工
事
業
に
係
る
一
般
建
設
業
の
許
可

七

取
消
し
の
原
因
と
な
っ
た
事
実

令
和
四
年
十
一
月
三
十
日
前
記
建
設
業
者
が
前
記
の
工
事
業
を
廃
止
し
た
こ
と
が
、
届
出
に
よ

り
確
認
さ
れ
た
。
こ
の
こ
と
が
、
建
設
業
法
第
二
十
九
条
第
一
項
第
五
号
の
規
定
に
該
当
す
る
。

建
設
業
者
の
許
可
の
取
消
し

建
設
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

建
設
業
者
の
許
可
を
取
り
消
し
た
の
で
、
同
法
第
二
十
九
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す

る
。

令
和
八
年
三
月
三
十
日

青
森
県
知
事

宮

下

宗
一
郎

一

商
号
又
は
名
称

花
田
ホ
ー
ム

二

氏
名

花
田
弘
光

三

主
た
る
営
業
所
の
所
在
地

つ
が
る
市
木
造
日
向
六
六
の
一
六

四

許
可
番
号

青
森
県
知
事
許
可
（
般
―
六
）
第
四
〇
〇
四
八
〇
号

五

取
消
年
月
日

令
和
八
年
三
月
五
日

六

取
消
し
に
係
る
建
設
業
の
許
可

土
木
工
事
業
、
建
築
工
事
業
、
大
工
工
事
業
、
と
び
・
土
工
工
事
業
、
舗
装
工
事
業
、
塗
装
工

事
業
及
び
内
装
仕
上
工
事
業
に
係
る
一
般
建
設
業
の
許
可

七

取
消
し
の
原
因
と
な
っ
た
事
実

令
和
七
年
十
月
十
一
日
前
記
建
設
業
者
が
死
亡
し
た
こ
と
が
、
届
出
に
よ
り
確
認
さ
れ
た
。
こ

の
こ
と
が
、
建
設
業
法
第
二
十
九
条
第
一
項
第
五
号
の
規
定
に
該
当
す
る
。

建
設
業
者
の
許
可
の
取
消
し

建
設
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

建
設
業
者
の
許
可
を
取
り
消
し
た
の
で
、
同
法
第
二
十
九
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す

る
。

令
和
八
年
三
月
三
十
日

青
森
県
知
事

宮

下

宗
一
郎

一

商
号
又
は
名
称

大
畑
建
工
務
店

二

氏
名

大
畑
憲
一

三

主
た
る
営
業
所
の
所
在
地

下
北
郡
佐
井
村
大
字
佐
井
字
糠
森
三
四
の
二
二

四

許
可
番
号

青
森
県
知
事
許
可
（
般
―
七
）
第
一
三
八
三
七
号

五

取
消
年
月
日

令
和
八
年
二
月
二
十
六
日

六

取
消
し
に
係
る
建
設
業
の
許
可

大
工
工
事
業
に
係
る
一
般
建
設
業
の
許
可

七

取
消
し
の
原
因
と
な
っ
た
事
実

令
和
八
年
二
月
五
日
前
記
建
設
業
者
が
前
記
の
工
事
業
を
廃
止
し
た
こ
と
が
、
届
出
に
よ
り
確

認
さ
れ
た
。
こ
の
こ
と
が
、
建
設
業
法
第
二
十
九
条
第
一
項
第
五
号
の
規
定
に
該
当
す
る
。
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青
森
県
地
域
防
災
計
画
修
正
の
要
旨

災
害
対
策
基
本
法
（
昭
和
三
十
六
年
法
律
第
二
百
二
十
三
号
）
第
四
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り

青
森
県
地
域
防
災
計
画
（
以
下
「
計
画
」
と
い
う
。
）
を
修
正
し
た
の
で
、
同
条
第
四
項
の
規
定
に

よ
り
そ
の
要
旨
を
公
表
す
る
。

令
和
八
年
三
月
三
十
日

青
森
県
防
災
会
議
会
長

青
森
県
知
事

宮

下

宗
一
郎

一

計
画
修
正
の
趣
旨

青
森
県
防
災
会
議
は
、
昭
和
三
十
八
年
に
計
画
を
作
成
し
て
以
来
、
毎
年
こ
れ
に
検
討
を
加

え
、
必
要
に
応
じ
修
正
を
行
っ
て
き
た
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
令
和
七
年
青
森
県
東
方
沖
を
震
源
と

す
る
地
震
、
国
の
防
災
基
本
計
画
の
修
正
及
び
原
子
力
災
害
対
策
指
針
の
改
正
を
踏
ま
え
、
計
画

に
つ
い
て
、
災
害
対
策
全
般
に
わ
た
っ
て
修
正
を
行
っ
た
も
の
で
あ
る
。

二

計
画
修
正
の
年
月
日

令
和
八
年
二
月
十
六
日

三

計
画
修
正
の
主
な
内
容

１

風
水
害
等
災
害
対
策
編
、
地
震
・
津
波
災
害
対
策
編
、
火
山
災
害
対
策
編
の
修
正

㈠

令
和
七
年
青
森
県
東
方
沖
を
震
源
と
す
る
地
震
を
踏
ま
え
た
修
正

令
和
七
年
青
森
県
東
方
沖
を
震
源
と
す
る
地
震
に
お
け
る
課
題
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り

修
正
を
行
っ
た
。

課
題
⑴

津
波
注
意
報
、
津
波
警
報
、
北
海
道
・
三
陸
沖
後
発
地
震
注
意
情
報
の
発
表
時
の

行
動

ア

普
及
の
強
化

修
正
箇
所

地
震
・
津
波
災
害
対
策
編
第
三
章
第
六
節

修
正
内
容

津
波
注
意
報
、
津
波
警
報
、
北
海
道
・
三
陸
沖
後
発
地
震
注
意
情
報
等

発
表
時
の
県
民
が
と
る
べ
き
行
動
等
の
普
及
を
強
化
す
る
趣
旨
か
ら
、

「
防
災
思
想
の
普
及
方
法
」
と
し
て
「
あ
お
も
り
防
災
ウ
ィ
ー
ク
」
を
通

じ
た
普
及
を
行
う
旨
を
記
載

課
題
⑵

避
難
所
に
お
け
る
寒
さ
対
策

ア

備
蓄
場
所
の
確
保

修
正
箇
所

風
水
害
等
災
害
対
策
編
第
三
章
第
十
節
、
地
震
・
津
波
災
害
対
策
編
第

三
章
第
九
節

修
正
内
容

暖
房
器
具
等
の
備
蓄
物
資
を
迅
速
に
供
給
す
る
た
め
、
避
難
所
又
は
そ

の
近
傍
に
備
蓄
場
所
を
確
保
す
る
よ
う
努
め
る
旨
を
記
載
し
た
。

イ

備
蓄
物
資
の
管
理

修
正
箇
所

風
水
害
等
災
害
対
策
編
第
三
章
第
十
一
節
、
地
震
・
津
波
災
害
対
策
編

第
三
章
第
十
節

修
正
内
容

避
難
所
を
含
め
た
備
蓄
施
設
ご
と
の
備
蓄
物
資
の
最
新
の
品
目
・
数
量

等
を
把
握
す
る
た
め
、
新
物
資
シ
ス
テ
ム
（
Ｂ
―
Ｐ
Ｌ
ｏ
）
に
登
録
す
る

旨
を
記
載
し
た
。

課
題
⑶

罹
災
証
明
等
の
被
災
者
支
援
の
迅
速
化
・
効
率
化

ア

被
災
者
支
援
の
迅
速
化
・
効
率
化

修
正
箇
所

風
水
害
等
災
害
対
策
編
第
三
章
第
十
節
、
地
震
・
津
波
災
害
対
策
編
第

三
章
第
九
節

修
正
内
容

被
災
住
家
の
調
査
、
罹
災
証
明
書
交
付
の
迅
速
化
・
効
率
化
が
必
要
な

こ
と
か
ら
、
市
町
村
は
、
被
災
者
支
援
業
務
を
支
援
す
る
シ
ス
テ
ム
を
活

用
す
る
な
ど
業
務
の
迅
速
化
・
効
率
化
を
検
討
す
る
旨
を
記
載
し
た
。

イ

罹
災
証
明
書
の
交
付
体
制

修
正
箇
所

風
水
害
等
災
害
対
策
編
第
六
章
第
三
節
、
地
震
・
津
波
災
害
対
策
編
第

五
章
第
三
節

修
正
内
容

罹
災
証
明
書
の
交
付
に
当
た
り
、
市
町
村
は
、
不
動
産
鑑
定
士
や
行
政

書
士
等
と
の
連
携
体
制
の
整
備
に
努
め
る
旨
を
記
載
し
た
。

課
題
⑷

被
災
し
た
病
院
支
援
等
の
強
化

ア

保
健
医
療
福
祉
活
動
チ
ー
ム
等
と
の
連
携

修
正
箇
所

風
水
害
等
災
害
対
策
編
第
三
章
第
十
二
節
、
地
震
・
津
波
災
害
対
策
編

第
十
七
節

修
正
内
容

県
は
、
Ｄ
Ｍ
Ａ
Ｔ
等
の
保
健
医
療
福
祉
活
動
チ
ー
ム
な
ど
関
係
者
間
の

連
携
体
制
の
構
築
の
た
め
、
平
時
か
ら
訓
練
等
を
行
う
旨
を
記
載
し
た
。

課
題
⑸

水
道
橋
損
傷
、
配
水
管
の
漏
水
等
に
よ
る
断
水

ア

災
害
用
井
戸
・
湧
水
等
の
活
用
に
よ
る
代
替
水
源
の
確
保

修
正
箇
所

風
水
害
等
災
害
対
策
編
第
三
章
第
十
八
節
、
地
震
・
津
波
災
害
対
策
編

第
三
章
第
二
十
四
節

修
正
内
容

市
町
村
は
、
あ
ら
か
じ
め
井
戸
や
湧
水
等
に
よ
る
代
替
水
源
の
確
保
に
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努
め
る
旨
を
記
載
し
た
。

イ

上
下
水
道
一
体
で
の
災
害
対
応
の
実
施

修
正
箇
所

風
水
害
等
災
害
対
策
編
第
三
章
第
十
八
節
、
地
震
・
津
波
災
害
対
策
編

第
三
章
第
二
十
四
節

修
正
内
容

発
災
後
に
迅
速
な
復
旧
が
で
き
る
よ
う
、
水
道
事
業
者
、
下
水
道
管
理

者
に
よ
る
上
下
水
道
一
体
と
な
っ
た
対
応
に
努
め
る
旨
を
記
載
し
た
。

ウ

給
水
方
法

修
正
箇
所

風
水
害
等
災
害
対
策
編
第
四
章
第
十
三
節
、
地
震
・
津
波
災
害
対
策
編

第
四
章
第
十
三
節

修
正
内
容

水
道
事
業
者
は
、
速
や
か
に
応
急
給
水
計
画
を
策
定
す
る
旨
を
記
載
し

た
。

㈡

防
災
基
本
計
画
の
修
正
を
踏
ま
え
た
修
正

⑴

関
連
す
る
法
令
の
改
正
を
踏
ま
え
た
修
正

ア

災
害
対
策
基
本
法
の
改
正
（
被
災
者
支
援
の
充
実
、
物
資
の
備
蓄
状
況
の
公
表
）

修
正
箇
所

風
水
害
等
災
害
対
策
編
第
三
章
第
十
一
節
、
地
震
・
津
波
災
害
対
策
編

第
三
章
第
十
節

修
正
内
容

「
公
助
に
よ
る
備
蓄
」
の
一
環
と
し
て
、
県
及
び
市
町
村
は
、
備
蓄
物

資
の
状
況
を
年
一
回
広
く
住
民
に
公
表
す
る
旨
を
記
載
し
た
。

イ

災
害
対
策
基
本
法
、
災
害
救
助
法
の
改
正
（
被
災
者
支
援
の
充
実
、
Ｄ
Ｗ
Ａ
Ｔ
派
遣

に
よ
る
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
）

修
正
箇
所

風
水
害
等
災
害
対
策
編
第
四
章
第
十
八
節
、
地
震
・
津
波
災
害
対
策
編

第
四
章
第
十
八
節

修
正
内
容

「
各
種
災
害
派
遣
チ
ー
ム
の
派
遣
等
」
と
し
て
、
県
は
、
避
難
所
等
の

高
齢
者
、
障
が
い
者
等
の
多
様
な
ニ
ー
ズ
へ
の
対
応
の
た
め
、
必
要
に
応

じ
て
、
災
害
福
祉
支
援
チ
ー
ム
（
Ｄ
Ｗ
Ａ
Ｔ
）
を
避
難
所
の
避
難
者
、
在

宅
避
難
者
や
車
中
泊
避
難
者
の
も
と
へ
派
遣
す
る
旨
を
記
載
し
た
。

⑵

最
近
の
施
策
の
進
展
等
を
踏
ま
え
た
修
正

ア

避
難
所
で
の
こ
ど
も
・
若
者
の
居
場
所
の
確
保

修
正
箇
所

風
水
害
等
災
害
対
策
編
第
四
章
第
八
節
、
地
震
・
津
波
災
害
対
策
編
第

四
章
第
八
節

修
正
内
容

「
指
定
避
難
所
等
の
運
営
管
理
」
の
一
環
と
し
て
、
避
難
所
の
運
営
管

理
へ
の
女
性
や
子
育
て
家
庭
の
参
画
の
推
進
、
こ
ど
も
・
若
者
の
居
場
所

の
確
保
に
努
め
る
旨
を
記
載
し
た
。

イ

災
害
時
に
お
け
る
船
舶
医
療
の
提
供

修
正
箇
所

風
水
害
等
災
害
対
策
編
第
四
章
第
十
八
節
、
地
震
・
津
波
災
害
対
策
編

第
四
章
第
十
八
節

修
正
内
容

「
応
援
協
力
関
係
」
と
し
て
、
県
は
、
必
要
に
応
じ
、
政
府
本
部
に
対

し
、
被
災
地
域
内
の
港
湾
に
お
け
る
船
舶
を
活
用
し
た
医
療
活
動
を
要
請

す
る
旨
を
記
載
し
た
。

ウ

地
上
・
空
中
消
火
の
連
携
に
よ
る
消
火
活
動
、
車
両
・
資
機
材
の
整
備
（
大
船
渡
市

林
野
火
災
を
踏
ま
え
た
見
直
し
）

修
正
箇
所

風
水
害
等
災
害
対
策
編
第
五
章
第
八
節

修
正
内
容

「
消
火
資
機
材
の
整
備
」
と
し
て
、
熱
源
探
査
を
活
用
し
た
効
果
的
な

延
焼
状
況
等
の
把
握
や
消
火
活
動
の
た
め
、
熱
画
像
直
視
装
置
や
無
人
航

空
機
等
の
関
連
す
る
資
機
材
の
整
備
を
促
進
す
る
旨
を
記
載
し
た
。

⑶

令
和
六
年
度
能
登
半
島
地
震
を
踏
ま
え
た
修
正

ア

新
総
合
防
災
情
報
シ
ス
テ
ム
（
Ｓ
Ｏ
Ｂ
Ｏ
―
Ｗ
Ｅ
Ｂ
）
の
利
活
用
促
進

修
正
箇
所

風
水
害
等
災
害
対
策
編
第
四
章
第
二
節
、
地
震
・
津
波
災
害
対
策
編
第

四
章
第
二
節

修
正
内
容

「
情
報
収
集
・
伝
達
」
の
一
環
と
し
て
、
県
は
、
被
害
の
情
報
を
収
集

し
、
必
要
に
応
じ
消
防
庁
に
当
該
情
報
を
連
絡
す
る
と
と
も
に
、
新
総
合

防
災
情
報
シ
ス
テ
ム
（
Ｓ
Ｏ
Ｂ
Ｏ
―
Ｗ
Ｅ
Ｂ
）
を
活
用
し
て
関
係
省
庁
に

当
該
情
報
を
連
絡
す
る
旨
を
記
載
し
た
。

イ

避
難
生
活
に
お
け
る
生
活
環
境
確
保
に
係
る
取
組
の
充
実
化

修
正
箇
所

風
水
害
等
災
害
対
策
編
第
四
章
第
八
節
、
地
震
・
津
波
災
害
対
策
編
第

四
章
第
八
節

修
正
内
容

「
指
定
避
難
所
等
の
運
営
管
理
」
の
一
環
と
し
て
、
避
難
所
で
栄
養
バ

ラ
ン
ス
の
と
れ
た
適
温
の
食
事
を
提
供
で
き
る
よ
う
、
炊
き
出
し
に
利
用

で
き
る
学
校
給
食
施
設
等
の
場
所
、
調
理
器
具
や
食
料
を
確
保
す
る
旨
を

記
載
し
た
。

２

原
子
力
災
害
対
策
編
の
修
正

㈠

原
子
力
災
害
対
策
指
針
の
改
正
を
踏
ま
え
た
修
正

⑴

施
設
敷
地
緊
急
事
態
要
避
難
者
の
避
難
等
の
防
護
措
置
の
準
備
段
階
の
明
確
化

修
正
箇
所

原
子
力
災
害
対
策
編
第
一
章
第
七
節
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修
正
内
容

施
設
敷
地
緊
急
事
態
要
避
難
者
の
避
難
等
の
防
護
措
置
の
準
備
を
開
始
す

る
段
階
に
つ
い
て
、
警
戒
事
態
を
判
断
す
る
緊
急
時
活
動
レ
ベ
ル
（
Ｅ
Ａ

Ｌ
）
の
う
ち
、
原
子
力
施
設
に
お
い
て
異
常
事
態
が
発
生
し
た
場
合
に
限
る

旨
を
記
載
し
た
。

⑵

Ｕ
Ｐ
Ｚ
に
お
い
て
は
屋
内
退
避
が
基
本
で
あ
る
こ
と
の
明
確
化

修
正
箇
所

原
子
力
災
害
対
策
編
第
一
章
第
七
節

修
正
内
容

緊
急
防
護
措
置
を
準
備
す
る
区
域
（
Ｕ
Ｐ
Ｚ
）
に
お
い
て
は
屋
内
退
避
が

基
本
で
あ
る
こ
と
を
明
確
化
す
る
た
め
記
載
を
修
正
し
た
。

⑶

屋
内
退
避
等
の
住
民
等
へ
の
周
知

修
正
箇
所

原
子
力
災
害
対
策
編
第
三
章
第
四
節

修
正
内
容

屋
内
退
避
の
継
続
の
可
否
や
一
時
的
な
外
出
の
可
否
等
に
つ
い
て
国
が
判

断
す
る
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
踏
ま
え
、
県
は
国
、
市
町
村
と
連
携
し
、
住

民
等
へ
周
知
す
る
旨
を
記
載
し
た
。

㈡

そ
の
他

⑴

指
定
地
方
行
政
機
関
の
追
加

修
正
箇
所

原
子
力
災
害
対
策
編
第
一
章
第
九
節

修
正
内
容

指
定
地
方
行
政
機
関
に
東
北
管
区
行
政
評
価
局
（
青
森
行
政
監
視
行
政
相

談
セ
ン
タ
ー
）
を
追
加
し
た
。

特
定
調
達
契
約
に
係
る
落
札
者
の
決
定
に
関
す
る
公
示

地
方
公
共
団
体
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
政
令
（
平
成
七
年
政
令

第
三
百
七
十
二
号
）
第
四
条
に
規
定
す
る
特
定
調
達
契
約
に
つ
き
落
札
者
を
決
定
し
た
の
で
、
同
令

第
十
二
条
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

令
和
八
年
三
月
三
十
日

青
森
県
知
事

宮

下

宗
一
郎

一

物
品
等
の
名
称
及
び
数
量

ノ
ー
ト
型
パ
ー
ソ
ナ
ル
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ

千
七
百
九
十
五
台

二

契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
部
局
の
名
称
及
び
所
在
地

青
森
県
出
納
局
会
計
管
理
課

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
の
一

三

契
約
の
方
法

一
般
競
争
入
札

四

落
札
者
を
決
定
し
た
日

令
和
八
年
三
月
十
一
日

五

落
札
者
の
名
称
及
び
住
所

株
式
会
社
青
森
共
同
計
算
セ
ン
タ
ー

青
森
市
第
二
問
屋
町
三
丁
目
一
〇
の
二
六

六

落
札
金
額

三
億
五
千
五
百
四
十
一
万
円

七

落
札
者
を
決
定
し
た
手
続

入
札
参
加
資
格
審
査
に
お
い
て
、
調
達
物
品
に
要
求
す
る
性
能
等
が
満
た
さ
れ
て
い
る
と
判
断

し
た
製
品
に
係
る
入
札
書
に
よ
り
、
予
定
価
格
の
制
限
の
範
囲
内
で
、
最
低
の
価
格
を
も
っ
て
有

効
な
入
札
を
行
っ
た
者
を
落
札
者
と
し
た
も
の
で
あ
る
。

八

入
札
の
公
告
を
行
っ
た
日

令
和
八
年
一
月
二
十
三
日
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